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ThepurposeofthisstudyistoclarifythepresentsituationofspeciaIeducationinthestateofMontana,the
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本稿では，アメリカ合衆国の北西部に位置するモン

タナ州の特殊教育の現状及び問題点を明らかにすると

ともに，今後の検討課題を提示したい．

モンタナ州は面積が約380万平方キロメートルと日

本とほぼ同じ広さであり，山岳地帯である西部，およ

び平坦な穀倉地帯である中部・東部に分けられる．一

方，人口は州全体で90万人余りと少なく，人口密度

はアラスカ州，ワイオミング州についで全米で３番目

に低い．モンタナ州は歴史上のいわゆる西部開拓の地

であり，主要産業は農業である．

本稿では，モンタナ州政府が発行する特殊教育に関

する報告書を基礎資料としながら，筆者による関係機

関見学及び関係者への面談調査から得られた資料によ

り補足を行う．

１．はじめに

アメリカ合衆国は，「サラダ・ポール」という表現

に示されるように民族的・文化的に多様であるととも

に，山岳地帯や砂漠から大都市まで地理的にも多様な

国である．

アメリカ合衆国の特殊教育は，１９７５年に成立した全

障害児教育法（EducationofAllHandicappedChildに、
Act）に則り，「最小制約環境（leastにstrictive

environment)」の条項により，可能な限り通常の教育

環境において障害児に対応する形で特殊教育が行われ

ている．なお全障害児教育法は1990年以降名称変更

し，障害のある個人の教育法（Individualswith

DisabilitiesEducationAct：ＩＤＥＡ）と呼ばれる．

アメリカ合衆国では連邦政府からの資金提供を受け

ながらも，各州政府が教育制度についての権限を有す

るため教育の実態は州により少しずつ異なる．前述し

たように多様性をその大きな特徴とする国の特殊教育

の実情を把握するためには，特定の州に焦点をあてそ

の中での実態を見ていくのがひとつの有効な方法であ

ると思われる．

吉禾ルフイリップス（2003）はハワイ州の公立学

校における障害児の支援システムに焦点をあて，河相

(2005）はヒスパニック・ラテイーノ系住民の多いカ

リフォルニア州南部の現状についてそれぞれ報告して

いる．

2．モンタナ州の特殊教育

(1)特殊教育を受ける生徒の概要

モンタナ州政府発行の「特殊教育に関する年次報告

書（McCulloch2004)」によれば，過去10年間モンタ

ナ州で特殊教育を受けている生徒（ＩＤＥＡに記され

た３歳から１８歳までの生徒，及び学校区が受け入れて

いる場合１９歳から２１歳までの生徒も含まれる）の割

合は，総生徒数（l年制の幼稚園からｌ～１２年生ま

で）が減少する中で増加している．具体的には，モン

タナ州内で特殊教育を受ける生徒の割合は1992-1993

(179）
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年度が総生徒数の11.4％であったのに対し,2002-2003

年度では128％と増加傾向にある．

上記年次報告書では増加の原因について明示はせず，

ＩＤＥＡの障害カテゴリーにおける自閉症（Autism）

の生徒が近年増加している点，1990年代初頭にＡＤＨ

Ｄ（注意欠陥・多動性障害）がＩＤＥＡの障害カテゴ

リーの「その他の健康障害（OtherHealth

lmpairment)」に分類されるようになってから，この

カテゴリーの生徒も増加しているという２点を指摘す

るにとどまっている．

徒の割合（123％）は合衆国の50州中低い方から数え

て10番目に位置づけられる．アメリカ合衆国の各州

において特殊教育を受ける生徒の割合には顕著な差が

みられ，同年度の最高値はロードアイランド州の

19.43％であり股低はカリフォルニア州の1034％で

あった．

モンタナ州で特殊教育を受けている生徒についてＩ

ＤＥＡの障害カテゴリー別に示したものが表１である．

表Iから,2002-2003年度にモンタナ州で特殊教育を受

ける生徒の内，学習障害（LearningDisability）と言

語障害（Speech-Languagelmpairment）を合わせると
全体の７割余りを占めることが明らかになった．表1．特殊教育を受ける生徒の障害カテゴリー別割合

（2002-2003年度）

障害カテゴリー

鵬”｜“

(2)特殊教育を受ける生徒と人種・民族

アメリカ合衆国の子どもの５人に1人は，貧困線以

下の生活を強いられていると報告されている

(Children，sDefenseFund,2000)．前述したように人

種・民族（race/ethnicity）の多様性はアメリカ合衆国

の特徴のひとつであるが，人種・民族にはたとえば貧

困問題のような社会・経済的要因が深く関わってくる

Tnrnbullら（2004）は，アメリカ合衆国で特殊教育

を受ける生徒について人種・民族により分類すると，

アフリカ系アメリカ人には，他の４つ（表Ｚに示され

た人種・民族を指す）の人種・民族と比べて偏りが見

られると述べている．すなわち，Timbullらによれば

'998-1999年度に特殊教育を受けている生徒を人種・

民族別に比較すると，アフリカ系アメリカ人の場合，

彼らが全生徒中に占める割合よりも格段に多くの割合

の生徒が特殊教育を受けていた（Tnmbull,TilmbulL

ShankandSmith,2004)．

これを，障害カテゴリー別に検討すると，とりわけ，

知的障害,３歳から５歳までのプレスクール対象児にお

ける発達遅滞（DevelopmentalDelay)，‘情緒障害，自
閉症において，アフリカ系アメリカ人生徒が彼らの全

生徒中の人口比率より多くの割合を占めていた．この

ような現象は比率過大（Ove肝repI℃sentation）川と呼
ばれる．ＩＤＥＡの基本原理である「無償で適切な公

教育（FreeAppropriatePublicEducatio､)」を提供する

という観点から，毎年各州から連邦政府への報告書に

含まれる人種・民族の偏り（Disportionality）という
項目の中で点検されている．

モンタナ州には７つのインディアン居留地があ})，

居留地とそれ以外に１２のアメリカ・インディアン

(以下，現地での通常の呼称に従いインディアンと記

す）部族が居住する．モンタナ州法では1972年にイ

ンディアンの文化的伝統の保護のために教育にイン

ディアン文化を取り入れることが覆われている（第

10条)．しかしながら，これまでのところ十分にイン

学習障害

LeamingDisability

言語障害

Speech-Languagelmpaiment

その他の健康障害

OtherHealthlmpaimBnt

知的障害

Co8mitiveDelay

情緒障害

EhnotionalDisturbance

障害のある幼児＊
ChildlrithDi麺hilities

重複障害

MultipleDisabilities

自閉症

Autism

聴覚障害

Hearingmpaiment

肢体不自由

Ortbopediclmpairment

外観牲脳t貫傷

TmmaticBminlnjury

櫛瞳障害

VisuallmairmBnt

聾

De3fhnegs

盲・聾の重複

Deaf-B1indn⑨＝

計

22.0

7.0

6.0

5.2

3.7

2.8

1.3

0.7

0.4

0.4

0.3

0.3

(0.03）

19269１００

*３歳から５歳（MoHDtanaOfficeofPublicInstruction，

200｡．出所：McCulloch(2004）

モンタナ州において特殊教育を受ける生徒の割合は，

アメリカ合衆国の他の州と比較するとどのように位置

づけられるのか．「ＩＤＥＡの実施に関する第２４回議

会年次報告書（TWentyFburthAnnualReportto

CongressonthelmplementationofthelndividuaIswith

DisabilitiesEducationAct)」（2002）によれば，2001‐

2002年度にモンタナ州において特殊教育を受ける生
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に散らばって住む．モンタナ州では教職員は各公立学

校区で募集を行う．一度ある学校に採用された場合，

学区内での別の学校への異動の可能性はあるものの，

州内の他の学校区との教員の異動・交流は見られない．

2003-2004年度にモンタナ州政府が実施した特殊教

育教職員の欠員補充に関する実態調査の結果の一部を

整理し，表３に示す（OfficeofPubliclnstmction

2005)．

表３より，特殊教育教員の欠員の26％，スピーチセ

ラピスト（SpeechandLanguagePathologistIＳＴ）の
欠員の45％で応募者が皆無という深刻な事態が見ら

れたことが明らかになった．一方，パラエドゥケー

ター（InstmctionalParaprofessionaI：ＩＰ）２）について
は応募者が皆無であったのは5％であった．

デイアン文化の教育への導入が進められていないとい

う実状がある．

モンタナ州で特殊教育を受けている生徒（6歳～２１

歳）の人種・民族別割合は表２に示す通りである．

表2．特殊教育を受ける生徒の人種・民族構成

（2002-2003年度）

特殊教育

を受ける

生徒中の

割合(％）

８１．４

１４．８

生徒全体

に占める

割合(％）

人種・民族

露
10.9

2.0

表3．特殊教育教職員の欠員補充（2003-2004年度）
1.0 欠

員
数
一

欠員の補充状況

0.7 祠
》

２７６４３７

１１１１０

１３４３１．３１１６９３１８

盤証一Ｆ

出所：McCulloch(2009

表２に示されたようにインディアンの生徒は全体の

約１１％を占めているが，特殊教育を受けている生徒

の中では15％近い割合を占めていた．また，ＩＤＥ

Ａの障害カテゴリー別に見てみると，学習障害

(17.4％)，知的障害（15.9％)，外傷性脳損傷（15.5％)，

情緒障害（13.5％）においてインディアンの生徒の比

率過大が見られた．

2003年にモンタナ州では１８歳以下の子どもの

18.8％が貧困線以下の生活レベルにおかれていた

(ｕｓ・DepartmentofEducation,2005)．モンタナ州では

白人及びインディアン以外の人種・民族の人口が極端

に少ない．その中でとりわけインディアンが直面する

厳しい社会・経済状況が特殊教育に映し出されている

と考えられる．

貧困に関連した劣悪な地域・家庭環境は，たとえば

胎児性アルコール症候群（FetalAIcoholSyndrome）

のように，障害のある子どもを生み出す要因のひとつ

となる．一方家族が英語を母国語としない家庭で育つ

子どもにはさまざまな教育的ニーズが生じるが，それ

らが障害カテゴリーと重なる場合も見られるだろう．

特殊教育における人種・民族の比率過大・過小をど

う解釈するか，またこの問題へのモンタナ州政府の対

応について今後さらに検討を進めたい．

*＊この項目の内容として，「応募者がいないmo

aPPliCants)｣、「補充が行われなし､OuotliUed肌「緊急な対

策をとった(usedemeUBemcymBasu】圏)」があげられている．

出所：McCullocM2004）

毎年モンタナ州では特殊教育を担当する教職員の多

くが離職する．その原因として「特殊教育に関する年

次報告書（McCulloch2004)」があげているのは，遠

隔地であること，書類処理作業とミーティングに追わ

れること，給与の問題（給与額が低い）である３１．人

口過疎地において有資格の特殊教育教員等の教職員を

採用し，彼らにそのポストにとどまってもらうことは

容易なことではない．モンタナ州では特殊教育教職員

を確保するため，インターン制度等さまざまな方略を

駆使し，教員免許規則を事実上緩和することで教員を

確保してきた．

2001年にブッシュ政権による教育改革として，「落

ちこぼれを出さない初等中等教育法（NoChildLen

BehindAct:ＮＣＬＢ)」が成立した．ＮＣＬＢでは

2005-2006年度までにすべての公立学校の教室に資質

の高い教員（HighlyQualifiedTmchers）を配置するよ

う求めており，特殊教育もその例外ではない

(CouncilfbrExceptionalChild妃､,2005)．特殊教育に
おける教員の資質に関する連邦政府の要求にいかに対

応するかは，モンタナ州にとって切羽詰まった問題と

なっている．

(3)特殊教育担当教職員に関わる問題

モンタナ州の人口の541％は都市部に居住する

(2003年）が，それ以外は広大な人口過疎地域の町村
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3．今後の検討課題 謝辞

これまで，アメリカ合衆国モンタナ州で特殊教育を

受ける生徒の概要を報告し，さらにモンタナ州特有の

問題としてインディアンの生徒の比率過大，教職員の

欠員補充に関して整理・検討を行った．

本稿では，モンタナ州における特殊教育の問題点の

いくつかを指摘したにとどまった．今回ふれることが

できなかった問題について，今後の検討課題としてい

くつか列挙したい．

①モンタナ州の特殊教育プログラムの実態は，都市部，

山岳・農村地帯，インディアン居留地で異なってい

ることが予想される．それぞれの地域における特殊

教育プログラムの内容についてさらに詳細に検討す

ることで，全体像を正確に把握する必要がある．

②注３に記したように，特殊教育の実態を把握する上

でパラエドウケーターの果たす役割を見逃すことは

できない．バラエドウケーターの実際の業務，研修

の実態等について今後さらに明らかにする必要があ

る．

③モンタナ州のような人口過疎州では，聴覚障害等出

現率の低い障害カテゴリーの生徒への，質の高い教

育の提供が他の州と比較して困難であることが予測

される．このような分野の特殊教育の実態について

調査・検討する必要がある．

④ＮＣＬＢがモンタナ州のような過疎州にどのような

影響を与えるのか，今後さらに州政府の対応や各公

立学校区における変化について追跡していく必要が

ある．

本研究を行うにあたり，モンタナ大学ウエスタン分

校（TheUniversityofMontana，Western）のLinda
Reiten教授及びミズーラ郡公立学校区特殊サービス部

長（DirectorofSpecialServices）のKatherine(Candy）

Lubansky氏の助力を得た．ここに記して感謝申し上

げる．

本研究は,2004-2005年に筆者が大学間交流協定枝で

あるモンタナ大学（UniversityofMontana）に派遣さ
れたことにより可能になった．両大学の関係諸氏にこ

の場を借りて感謝申し上げる．

注

1）比率過大あるいは比率過小であるかどうかは，算定

式により危険率（riskratio）を算出することで判定

される．

z）特殊教育教員の指示により教育の補佐的業務を行う

教育補助員を指す．雇用形態は時間給で給与が支

払われるパート勤務であるが，健康保険に加入で

きるという特典がある．学歴はモンタナ州では高

等学校卒業以上であることが求められる．モンタ

ナ州内の都市のひとつ，ミズーラ市のミズーラ郡

公立学校区（MissoulaCountyPubIicSchools）では，

ZOO4-2005年度にプレスクールから高等学校まであ

わせた全特殊教育プログラムに携わる教員は78人，

パラエドウケーターは107人であった．筆者による

数校の学校訪問時には，諸業務に追われる教員に

代わってバラエドゥケーターが生徒と常に関わっ

ている様子が観察された．

3）モンタナ大学ウェスタン分校の特殊教育教員養成担

当教員への面談から，「個別教育計画

（IndividualizedEducatiomalPmgram:ＩＥＰ）その他

の書類作成やミーティングに多くの時間を費やざ

ざるを得ず，教員としての本来の業務である生徒

の教育に十分な時間がとれない現状に失望して退

職する教員もいる.」というコメントを得た．

4．おわりに

本稿ではアメリカ合衆国モンタナ州の特殊教育の現

状として特殊教育を受ける生徒の概要を示した上で，

特殊教育を受ける生徒と人種・民族に関わる問題とし

て比率過大をとりあげ検討した．次に特殊教育担当教

職員の欠員補充の困難`性に関する問題を検討した．い

ずれも人口過疎地で多くのインディアン居留地を有す

るモンタナ州特有の問題であるが，他の多くの州にお

いても共通した問題を抱えていると思われる．

最後に，本稿では取り上げることができなかった今

後の検討課題を示した．
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